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税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税
率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、既に納付済み
の平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を
還付します。
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平成20年度から、道町民税(住民税)と国民健康保険税の納期が次のように変わります。
納期を分けたことにより1期ごとの納付額を抑え、納付しやすくなりました。
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�����財務課税務係　�62-1211(内線 256～258)　�zaimu@town.haboro.hokkaido.jp
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